
株式会社 丸福

採石計画認可申請概要

令和２年６月
米子県土整備局
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所在地 西伯郡伯耆町父原字堤ヶ谷入口５８２番地 外３９筆
氏 名 株式会社丸福

代表取締役 福吉 正博
１．採石場の区域 所    在    地

採石場の面積
掘削区域の面積
最終高低差
境界の明示方法
区域を明示する図面等

２．採取をする岩石の 　228,859 ｍ3 （434,832ｔ）
　　種類及び数量     19,685 ｍ3 （37,402ｔ）

３．採取の期間

４．採石業務従事者数  4人（うち業務管理者の資格を有する者 3人）

５．岩石の賦存の状況 風化花崗岩が厚さ３mで存し、その下に花崗岩が賦存している。
簡易貫入試験および既に採取を行っている切羽により確認。

６．採取岩石の用途 　公共事業ならびに民間事業等の盛土材料、埋立材料として使用する。

７．従前認可期間における採石法
と採石条例における処分の状況

特になし

西伯郡伯耆町父原字堤ヶ谷入口５８２番地　外39筆
　313,656 ㎡
　　33,446 ㎡ 
　　　　 72 m 

賦存の状況
確認方法

  境界杭により明示する。
　別添のとおり

花崗岩
風化花崗岩

種類 数量

認可日から５年間
（従前認可平成27年5月18日～平成32年5月17日）
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【位置図】

申請位置
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【航空写真】 平成３０年５月撮影

第２工区

第１工区

認可区域
31.36万㎡

掘削区域
3.34万㎡
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【周辺見取図】

野上川

認可標識

事務所

進入防止柵

火薬保管倉庫
火工所
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【周辺見取図】



【現況写真】
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Ⓐ

Ⓑ

採石場の区域

撮影方向
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【計画平面図（将来計画:R13.3完了予定）】
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【計画平面図（１年目）】
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【計画平面図（２年目）】
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【計画平面図（３年目）】
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【計画平面図（４年目）】
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【計画平面図（５年目）】
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【標準断面図】

最終高低差 H=72m

掘削区域L=185m

保全区域
L=76m

保全区域
L=882m

44.7ｍ

19.6ｍ

Ⓐ 標準断面



【排水系統図】
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野上川

県道日野溝口線

A沈砂池

B沈砂池

C沈砂池

D沈砂池
洪水調整池
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･a土水路→A沈砂池→b土水路→B沈砂池→d土水路→D沈砂池洪水調整池
・c土水路→C沈砂池→D沈砂池洪水調整池
･D沈砂池洪水調整池→eヒューム管→f土水路→gヒューム管→ｈ二次製品側溝→野上川

← 雨水流方向

← 水路流方向
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【排水系統図（1年目）】
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B沈砂池

C沈砂池

D沈砂池
洪水調整池
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← 雨水流方向

← 水路流方向

･b土水路→B沈砂池→d土水路→D沈砂池洪水調整池
・c土水路→C沈砂池→D沈砂池洪水調整池
･D沈砂池洪水調整池→eヒューム管→f土水路→gヒューム管→ｈ二次製品側溝→野上川
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県道日野溝口線



【排水系統図（２年目）】
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← 雨水流方向

← 水路流方向
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B沈砂池

C沈砂池

D沈砂池
洪水調整池

県道日野溝口線

野上川

･b土水路→B沈砂池→d土水路→D沈砂池洪水調整池
・c土水路→C沈砂池→D沈砂池洪水調整池
･D沈砂池洪水調整池→eヒューム管→f土水路→gヒューム管→ｈ二次製品側溝→野上川



【排水系統図（３年目）】
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B沈砂池

C沈砂池

D沈砂池
洪水調整池

a

← 雨水流方向

← 水路流方向

･a土水路→A沈砂池→b土水路→B沈砂池→d土水路→D沈砂池洪水調整池
・c土水路→C沈砂池→D沈砂池洪水調整池
･D沈砂池洪水調整池→eヒューム管→f土水路→gヒューム管→ｈ二次製品側溝→野上川

野上川

A沈砂池

県道日野溝口線
18



【排水系統図（４年目）】
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a
B沈砂池

C沈砂池

D沈砂池
洪水調整池

← 雨水流方向

← 水路流方向

･a土水路→A沈砂池→b土水路→B沈砂池→d土水路→D沈砂池洪水調整池
・c土水路→C沈砂池→D沈砂池洪水調整池
･D沈砂池洪水調整池→eヒューム管→f土水路→gヒューム管→ｈ二次製品側溝→野上川

野上川

A沈砂池

県道日野溝口線

f



【排水系統図（5年目）】

野上川

A沈砂池

B沈砂池

C沈砂池

D沈砂池
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･a土水路→A沈砂池→b土水路→B沈砂池→d土水路→D沈砂池洪水調整池
・c土水路→C沈砂池→D沈砂池洪水調整池
･D沈砂池洪水調整池→eヒューム管→f土水路→gヒューム管→ｈ二次製品側溝→野上川

県道日野溝口線 20
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【排水系統図（排水施設）】
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【排水系統図（排水施設）】
a,b,c,e 素掘側溝

ｄ,ｆ ヒューム管

g 二次製品＋現場打

ｈ ダブル二次製品側溝

ｈ 二次製品側溝
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【現況周辺植生図及び写真】

樹種： カシ
草本類： ササ類

①

②
③

④

Ⓐ 標準断面

草本類： ササ類 樹種： ツバキ
草本類： ササ類

樹種： カシ・スギ
草本類： ササ類
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【緑化年次計画平面図】

Ⓐ 標準断面
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【緑化年次計画縦断図】
Ⓐ 標準断面
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【地形分類図】

出典：土地分類基本調査（１９７７）根雨・湯本 鳥取県
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【表層地質図】

出典：土地分類基本調査（１９７７）根雨・湯本 鳥取県
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【傾斜区分図】

出典：土地分類基本調査（１９７７）根雨・湯本 鳥取県
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【水系及び谷密度】

出典：土地分類基本調査（１９７７）根雨・湯本 鳥取県
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【地すべり地形分布図】

（株）丸福 申請位置
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【森林基本図】 申請地：〇
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【関係法令】

●鳥取県景観形成条例
平成18年に申請した大規模行為につい
て、令和3年3月31日までに変更手続きを
行い、受理書等の写しを追って提出する
旨を認可条件に付す予定。

●森林法
平成27年に林地開発許可を受け
令和2年1月17日に延長届を行い
手続き完了。
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【チェックリスト】

項　　目 主　な　確　認　内　容 チェック状況
１ 関係法令の手続き 〇森林法に基づく林地開発行為の工期延長が必要な場合であり、既に届出済みで

ある。
〇鳥取県景観形成条例に基づく大規模行為の変更届出が必要な場合であり、許認
可期間の満了予定（令和３年３月）に届出予定であることを確認している。
〇鳥取県開発事業指導要綱に基づき県の同意が得られている。
【鳥取県開発事業指導要綱開発事業の届出済み】
：一定規模以上（1ha以上）の開発事業等については、県土の無秩序な開発を防止し、適正
な土地利用を図り、快適な地域環境の確保に努めることを目的として、各個別法に基づく許
可、認可の手続きを行う前に、県と協議を行い、同意を得る必要がある。（許認可等の行政
処分ではなく、行政指導にとどまるもの。）

適切に手続きが
されている。

2 採石施工計画 〇掘削勾配は40度と平均勾配は34度で基準値を満たしており、図面とも整合が図ら
れている。→標準断面図のとおり
【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】
：風化岩石；森林開発許可に該当する；40度（掘削後の平均勾配35度）
〇保全距離は30ｍ以上であり、隣接土地の利用状況に応じて適切である。
【基準（鳥取県採石条例施行規則）抜粋】
：道路・河川等その他公共施設、森林法開発許可に該当する：30ｍ

適切である。

3 掘削作業計画 1）掘削
〇最終高低差は72ｍであるが、基準で定める高低差50ｍまでに10ｍ以上の小段を
設けており、適切である。
　→標準断面図のとおり
【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】
〇設置する小段は、高さ5ｍに対して幅2ｍを設けており基準値を満たしている。
→標準断面図のとおり
【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】
：露天採掘；風化岩石；高低差5ｍ・小段幅2ｍ
2）掘削及び選別施設
〇騒音等発生防止装置については、小割機の使用で防音に努める。
【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】
：騒音等を防ぐ措置を行う。

適切である。

チェックリスト【（株）丸福】
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【チェックリスト】
4 岩石運搬計画 〇洗車場の設置により、粉塵の発生防止措置が図られており、適切である。

【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】
：粉じん防止等のため洗車ピット、散水、清掃等その他必要な措置を行う。

適切である。

5 汚濁水等処理計画 〇沈砂池の規格、処理能力と水路等の規格、流下能力は十分であり、適切である。
→排水系統図のとおり
【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】
：十分な処理能力を有する施設、その他適当な施設により、適切に処理すること。

適切である。

6 採石跡地処理計画 〇跡地の緑化計画は、掘削後速やかに緑化する計画になっており、適切である。
→緑化年次計画図のとおり
【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】
：他の用途に利用する場合を除き、環境保全、景観保全等のため、速やかに緑化すること。

適切である。

7 廃土等堆積計画 〇廃土については基本的に発生しないが、発生した場合は製品として搬出する。
【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】
：堆積場の設備場所等は、量に見合う広さがあり、周辺に人家がないこと、土砂の流入が
少ないこと。

－

　特記事項


